
水道法に基づく企業団施設内における衛生管理運用要領 
 

（目的） 

第１条 本要領は、阪神水道企業団（以下「企業団」という。）の本庁を除く施設内（取水場、浄水場、ポン

プ場等の敷地内をいう。以下「施設内」という。）にて従事する企業団職員（以下「職員」という。）及び

請負、受託等により施設内に立ち入り業務に従事する者（実務研修等を含む。以下「業務従事者」という。）

に対し、水道法第21条に基づく健康診断（以下「検便」という。）の実施内容について明確にすることを

目的とする。 

（検便対象者） 

第２条 検便対象者は、職員及び業務従事者とする。ただし、次の各号に掲げる者は除外する。 

 ⑴ 施設内に立ち入る日数が、１か月間のうち、延べ７日以内である場合（潜水作業を行う者を除く） 

 ⑵ 施設内に立ち入る範囲が、管理事務所などの水に触れないことが明確な場所に限定される場合 

（検便の実施及び水道技術管理者への報告） 

第３条 所属長及び受注者等（業務従事者の雇用主又は実施者をいう。）は、検便対象者に対し、業務を開始

する前に保健所等の検査資格を有する機関において第４条に規定する項目の検便を実施しなければなら

ない。ただし、施設内で業務に従事する日から起算して６か月前までの間に、企業団、あるいは受注者等

において、前段に規定する検便を実施している場合は、その結果報告書の提出をもって検便の実施にかえ

ることができる。 

２ 検便は、おおむね６か月ごとに実施しなければならない。 

３ 所属長は、職員の検便を実施し、その結果報告書を速やかに総務部総務課へ送付しなければならない。 

４ 総務部総務課長は、前項に規定する結果報告書を受領した場合、速やかに水道技術管理者へ報告しなけ

ればならない。 

５ 受注者等は、自己の負担により業務従事者への検便を実施し、その結果報告書を企業団へ提出しなけれ

ばならない。なお、請負者等から検便の結果報告書の提出を受けた所属長は、速やかに水道技術管理者へ

報告しなければならない。 

(検査項目) 

第４条 検便の検査項目は、赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌 O-157、その他必要により指

示する項目とする。 

（陽性反応者に対する措置） 

第５条 検便の結果、陽性反応を示した者を確認した場合は、次の各号により適正に対応しなければならな

い。前条の検査項目以外に陽性反応があった場合についても同様とする。 

 ⑴ 職員の場合、所属長は水道技術管理者及び総務部総務課長へ速やかに報告し、就業に関する指示を受

けなければならない。 

なお、当該職員の就業を禁止しようとするときは、阪神水道企業団職員安全衛生管理規則第14条第２

項の規定に基づき、産業医その他専門医の意見を基に企業長が決定する。 

 ⑵ 業務従事者の場合、受注者等は速やかに企業団へ報告するとともに、当該業務従事者の検査結果が陰

性反応を示すまでの間、当該従事者を施設内で業務に従事させてはならない。 

（その他） 

第６条 検便対象者のうち、海外渡航後などで病原性微生物による感染が疑わしい症状等が出た場合は、速

やかに医療機関において検査を行い、感染が確認された場合には、治療の後、完全に治癒したことを証明

する書面を企業団に提出し、指示を受けなければならない。 

２ その他本要領に記載がない事項については、その都度、受注者等と企業団の間で協議し、決定するもの

とする。 

附 則 



この要領は、平成21年９月24日から施行する。 

この要領は、令和２年９月２日から施行する。  


